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町
民
等
で
構
成
し
た
団
体

の
皆
さ
ん
が
自
主
的
に
行
う

事
業
（
町
の
イ
メ
ー
ジ
や
集

客
力
を
高
め
る
事
業
・
協
働

に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
事
業
等
）

の
提
案
に
よ
る
芸
術
、
文
化
、

ス
ポ
ー
ツ
、
青
少
年
育
成
な

ど
の
公
益
性
の
高
い
事
業
や

活
動
で
、
鞍
手
町
の
社
会
的
、

地
域
的
な
課
題
の
解
決
や
地

域
の
活
性
化
に
つ
な
が
る
事

業
を
継
続
的
に
実
施
す
る
団

体
に
対
し
、
そ
の
事
業
費
の

一
部
を
補
助
し
ま
す
。

鞍
手
の
魅
力
を
伝
え
る
取
組
を

応
援
し
ま
す
！

鞍
手
町
シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
等
推
進
事
業
補
助
金

～
平
成
30
年
度
事
業
の
募
集
～

●
対
象
団
体
要
件

①
20
歳
以
上
の
構
成
員
10
人
以
上
で
組

織
さ
れ
、
か
つ
３
分
の
２
以
上
が
町

内
に
在
住
ま
た
は
在
勤
で
あ
る
こ
と

②
営
利
を
目
的
と
し
た
団
体
で
な
い
こ
と

③
規
約
・
会
則
等
が
あ
り
、
会
員
等
の

名
簿
を
備
え
て
い
る
こ
と　

な
ど

●
対
象
事
業
（
1
団
体
１
事
業
ま
で
）

①
保
健
、
医
療
ま
た
は
福
祉
の
増
進
を

図
る
事
業

②
伝
統
、
文
化
、
郷
土
芸
能
の
振
興
を

図
る
事
業

③
健
康
・
ス
ポ
ー
ツ
の
増
進
を
図
る
事
業

④
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
を
推
進

す
る
た
め
の
事
業

⑤
生
活
環
境
の
改
善
、
景
観
保
全
ま
た

は
自
然
環
境
保
全
を
図
る
事
業

⑥
子
ど
も
の
健
全
育
成
を
図
る
事
業

⑦
町
の
特
性
を
生
か
し
た
産
業
振
興
を

図
る
事
業

⑧
個
性
豊
か
な
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り

を
構
築
す
る
た
め
の
事
業

※
平
成
30
年
度
の
補
助
事
業
の
公
募
の

た
め
、
町
に
お
い
て
次
年
度
の
予
算

措
置
が
講
じ
ら
れ
た
場
合
に
の
み
行

う
も
の
と
な
り
ま
す
。

【
補
助
金
の
要
件
等
】

●
補
助
対
象
経
費

①
報
償
費
（
謝
金
）

②
旅
費
（
講
師
等
の
交
通
費
、宿
泊
費
）

③
消
耗
品
費
（
消
耗
品
の
購
入
）

④
印
刷
製
本
費
（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
・
ポ

ス
タ
ー
等
の
印
刷
代
）

⑤
燃
料
費
（
車
両
ま
た
は
機
械
の
燃
料

費
）

⑥
通
信
運
搬
費
（
郵
便
代
や
そ
の
他
の

経
費
）

⑦
保
険
料

⑧
材
料
費（
事
業
に
使
用
す
る
材
料
費
）

⑨
使
用
料
及
び
賃
借
料
（
車
両
ま
た
は

機
械
の
借
り
上
げ
料
も
し
く
は
、
会

場
使
用
料
等
）

※
事
業
の
実
施
年
度
に
お
い
て
、
町
及

び
他
の
公
的
機
関
か
ら
補
助
金
等
の

交
付
を
受
け
て
い
な
い
事
業
で
あ
る

こ
と

※
特
定
の
個
人
及
び
団
体
の
み
が
参
加

で
き
る
競
技
大
会
（
イ
ベ
ン
ト
）
は

対
象
外
で
す

●
対
象
期
間

▽
補
助
金
交
付
期
間
＝
平
成
29
年
度
か

ら
平
成
31
年
度
ま
で

▽
平
成
30
年
度
実
施
期
間
＝
平
成
30
年

４
月
１
日
（
日
）
か
ら
平
成
31
年
３

月
31
日
（
日
）
ま
で
に
実
施
す
る
事

業
が
対
象
で
す

【
補
助
金
の
内
容
】

●
申
込
書
類　

鞍
手
町
シ
テ
ィ
プ
ロ

モ
ー
シ
ョ
ン
等
推
進
事
業
補
助
金
交

付
申
請
書
（
様
式
第
１
号
）、
実
施

計
画
書
、
収
支
予
算
書
、
役
員
及
び

会
員
等
の
名
簿
、
団
体
の
規
約
・
会

則
の
写
し

●
申
込
締
切　

平
成
29
年
10
月
27
日

（
金
）

●
申
込
先　

鞍
手
町
役
場
政
策
推
進
課

政
策
係
（
〒
８
０
７

－

１
３
９
２　

鞍
手
町
大
字
中
山
３
７
０
５
番
地
）

●
申
込
方
法　

右
記
の
申
込
書
類
を
役

場
政
策
推
進
課
政
策
係
に
持
参
ま
た

は
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
提

出
書
類
の
様
式
は
役
場
政
策
推
進
課

政
策
係
で
配
布
す
る
ほ
か
、
町
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る

こ
と
も
で
き
ま
す

●
審
査　

書
類
審
査
及
び
ヒ
ア
リ
ン
グ

を
行
い
ま
す

●
問
い
合
わ
せ　

鞍
手
町
役
場
政
策
推

進
課
政
策
係
☎
４
２
局
２
１
１
１
番

ま
で

●
補
助
金
の
額
等

▽
初
年
度
＝
補
助
対
象
経
費
の
５
分
の

４
以
内
の
額
（
上
限
20
万
円
）

※
２
年
目
以
降
の
補
助
対
象
経
費
に
は

変
動
が
あ
り
ま
す

【
申
込
方
法
等
】
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　鞍手町では、新婚世帯・子育て世帯の定住を応援する制度をスタートします。
　対象となるのは、平成29年10月１日以降に、鞍手町内の民間賃貸住宅にお住まいの新婚世帯・子育て世帯の人で、
家賃の一部（月額最高２万円）を最長 36 か月（３年間）最大で 72 万円補助します。

以下の①から④のすべてに該当すること
①申請時において夫婦の合計年齢が 75歳未満の新婚
　夫婦（再婚でも対象となります）
②平成 29 年 10 月１日以降に婚姻届が受理された夫
婦（婚姻届が鞍手町以外の市町村で受理された場
合を含みます）
③鞍手町内に居住している夫婦（転入した人も含み
ます）
④婚姻の届出の日から６か月以内の申請であること

以下のすべてに該当すること
・鞍手町の住民基本台帳に記録されていること
・生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）の規定による住宅扶助、その他の公的制度による家賃補助等を受けてい�
ないこと
・世帯員全員が、町税等（各種使用料及び手数料並びに各種資金の返還金等を含む）の滞納をしていないこと
・家賃を滞納していないこと
・�世帯員全員が、鞍手町暴力団等追放推進条例（平成 21 年鞍手町条例第 15 号）第２条第１項第４号及び第５号に
規定する暴力団員並びに暴力団関係者でないこと

鞍手町役場地域振興課まちづくり係☎ 0949-42-2111（内線 342）

○鞍手町内にある民間賃貸住宅
　（公営住宅、社宅や寮、３親等以内の親族が所有する賃貸住宅等は補助対象外）
○月額家賃が27,000 円以上
　（共益費、管理費、駐車場使用料等は含みません）

以下の①から④のすべてに該当すること
①平成29年10月１日以降に鞍手町に転入した人（注１）
②就学前のお子さんを扶養し同居している人（２親
　等以内）
③転入前の３年間が鞍手町外の住民であること
④転入日から６か月以内の申請であること
（注１）平成29年 10月１日以前から鞍手町内に居住している人で
も、平成29年 10月１日以降に生まれたお子さんを扶養し同居す
る場合は対象となります。この場合は、お子さんの出生日から６か
月以内の申請が必要で、③④の要件は不要です。

月額最高２万円、最長３年間分の家賃を補助します！
新婚世帯・子育て世帯家賃補助制度

　 今月からスタート�

新婚世帯家賃補助金

子育て世帯家賃補助金
対象世帯

対象住宅

共通要件

問い合わせ


